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１.施策の構成案
施策の考え方について

■現計画

施策目標は、ハードとソフトの２本柱

施策目標 １高齢者が安心して暮らせる住まいや施設の提供（主にハード系）

２高齢者がいきいきと暮らせる居住支援（主にソフト系）

高齢者の暮らしをベースとし、施策をわかりやすく表現する

■改定計画

施策目標は、高齢者の暮らしをベースとした「地域」、「住宅・施設」、「セーフティネット」の３本柱

施策目標 １高齢者の暮らしを地域で支える取組等

２高齢者の暮らしを支える高齢者向け住宅や施設の整備

３高齢者の住まいのセーフティネット機能の充実

ア高齢者の暮らしを地域で支える取組等

施策の大項目ごとに、目安となる介護度（自立含む）をバー

チャートを用いて表現する。

【自立】

主にプレシニアやアクティブシニアの方

【要支援】

主に生活等の支援を必要とする方

【要介護】

主に介護や支援を必要とする方

自 立 要支援 要介護

論点：３本柱としたことで、県民にとってわかりやすい施策体系になっているか

これまでの計画は、行政の所管ごとの構成となっており、
県民にとって分かりにくい面があった。

↓
読み手の視点を重視したい



２.主な新規の施策
施策① 『１ 高齢者の暮らしを地域で支える取組等』

■背景：基本認識１「自宅(持ち家)に住まう高齢者」

前回まで、高齢者が自宅(持ち家)や地域に住まい続けるためには何が必要か、につ

いて検討を進め、「多世代が支えあう住まいまちづくりの推進」や「地域包括ケアシ

ステムの深化・推進」を見直しの方向性としていた。

それぞれ、別の施策として記載されているが、本来は、地域の中で渾然一体として

あるもので、一つに重ねることで住宅と福祉の一体的な取組として記載したい。

■多世代居住と地域包括ケアの連携

地域の空き家等を活用した活動拠点などの確保

双方が連携して、地域の空き家等を活用した拠点

や活動の場などの確保に取り組むことを施策として

位置付ける。

論点：多世代居住と地域包括ケアの連携には、どのような仕組みなどが必要か

地域包括ケアシステムを
ベースに合体

健康づくり

空き家の活用

防災・防犯

助け合い

多世代交流の場人のつながり

見守り

情報

■在宅系サービス
■施設・居住系サービス■かかりつけ医、薬局

■病院

■老人クラブ、自治会、ボランティア、NPO等

■ケアマネジャー
病気になったら･･･

介護が必要になったら･･･

いつまでも元気に暮らすために･･･

暮らしを地域で支えるために･･･

■住民、企業、NPO、大学等

外層：機能

中層：拠点



３.主な新規の施策

地域の福祉拠点となるサービス付き高齢者向け住宅等の整備・推進

施策② 『２ 高齢者の暮らしを支える高齢者向け住宅や施設の整備』

■背景：基本認識３「高齢者向けに整備された借家、又は施設」

サービス付き高齢者向け住宅については、制度創設時より、登録戸数を目標設定

し、地域の福祉・医療・交流の拠点となるよう整備が進められてきた。

本県においても、令和５年６月末時点で、１５,０３７戸が登録され、また、多

くの住宅に介護事業所等が併設され、地域の福祉サービス等にも一定の役割を果た

している状況。

サ高住パンフレット(国交省・厚労省)より抜粋

しかしながら、真に地域の高齢者の生活拠点となっ

ている事例は少ない。

論点：今後、サ高住は地域の中でどうあるべきか（また、地域の福祉・医療・交流拠点となるために、どのような取組が必要か）

第１回懇話会（資料５）より抜粋

サ高住の併設施設の状況（県所管区域）

１つ以上併設施設がある（隣接含む）サ高住は７５%で、施設の種類は、通所介護・訪問介護事業所が多い。



４.主な新規の施策

生活支援サービス付き高齢者向け賃貸住宅の供給の検討

施策③ 『３ 高齢者の住まいのセーフティネット機能の充実』

■背景：基本認識２「借家に住まう高齢者」

前回まで、低額所得の高齢者世帯に良好な住まい(借家)をどう確保していくべき

かについて検討を進め、「居住支援法人等による生活支援サービス付きサブリース

の推進」を見直しの方向性としていた。

また、入居拒否感のアンケートで、高齢者の入居に対する拒否感の割合は減少し

ているものの、依然として高い状況であることがわかった。

49.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

なし

低額所得者※1

高齢者

知的・精神障がい者

外国人

生活困窮者

更生保護対象者※2

2018（H30）年度 2023(R5)年度

資料３の一部を抜粋

入居拒否感アンケート 問：家主から住宅確保要配慮者について、断るように言われたことがあるか

高齢者の入居後の管理やトラブルを危惧する賃貸住

宅の貸主の不安解消の緩和と高齢者の見守り支援の機

能を持つ、生活支援サービス付きサブリース住宅の取

組の支援や、空き家等の活用と福祉サービス等との連

携により、家賃の低廉化の検討を行う。

論点：サブリースによる「生活支援サービス」の質をどのように担保していくか（また、サブリースの実施主体に求められることは何か）



５.サ高住や施設等の供給など

高齢者人口の増加を反映したトレンド推計値から算出

サービス付き高齢者向け住宅の供給目標量

■概要

近年のトレンドが概ね一定のため、高齢者人口の増加と入居率を反映したトレンド推計を採用

「かながわ高齢者保健福祉計画」による目標量

高齢者施設等の整備

■概要

市町村が見込んだ計画期間（３年間）中の整備目標

キーワード

○高齢者向けの住まい等の供給について

・施設等の供給は、大幅な増加が見込めない中で、サ高住の供給量が頭打ちとなっている要因の一つに、特に介護度が高くなると利用料が高

くなる傾向があることや、スタッフの不足などが考えられる。

○在宅サービス志向

・自宅に住まい続けることを希望する高齢者が多く、在宅サービス志向は高い。特に、小規模多機能型居宅介護等の地域密着型サービスの充
実を国は推進している。

・また、国では、都市部における居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、 複数の在宅サービス（訪問や通所系サービスな
ど）を組み合わせて提供する複合型サービスの類型などを設けることも検討している。

論点：サ高住の供給量について、どのような水準を目指すべきか


